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第２章 旅費規定 

 

1．旅費規程 

  静岡県広告業協会の会員活動の為に要する旅費のうち必要なものには、これを支

給する。 

 

１．全国広告業団体連絡会議 実費支給 

その他協会運営上必要と理事会で認めたものは実費を支給する。 

 

    ２．協会の代表者または登録者が、静岡県内の理事会、委員会、事業等に参

加する場合、会員企業の所在地を基準に以下のとおり旅費を補助する。

尚、新たな基準が生じた場合、その都度理事会にて協議し策定する。 

      中部→東部（沼津以東）4000 円 

中部→東部（富士地区）2000 円 

中部→西部 4,000 円 

      西部→中部 4,000 円 西部→東部 8,000 円 

      東部（沼津地区）→中部 4,000 円 

      東部（富士地区) →中部 2,000 円 

      東部（沼津地区）→西部 8,000 円 

      東部（富士地区）→西部 6,000 円 

      ※上記金額はすべて往復 

 

以上 
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